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平成30年度病床機能報告の見直し向けて整理が必要な論点 

1. 定量的な基準も含めた基準の検討について 

 
2. 平成30年度の病床機能報告における項目の見直しについて 
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H29.3
月 

H29.4～6月 H29.7～9月 H29.10～12月 H30.1～3月 H30.4～6月 H30.7～9月 

国 

病
床
機
能
報
告
制
度 

平成29年度病床
機能報告開始 

平成30年度病床
機能報告（見直
した基準を反
映）開始 

医
療
機
関 

平成29年度以降の病床機能報告に関するスケジュールについて（案） 

各都道府県が平成
28年度病床機能報
告の結果を公表 

医療機関、関係団
体へ周知 

告示改正 
・ 平成30年度
診療報酬改定等
を踏まえた報告
項目の見直し 

各都道府県が平成
29年度病床機能報
告の結果を公表 

報告様式の送付 提出されたデータを集計 

病棟ごとにデータを集
計し、報告様式を提出 

厚生労働省において、平成28年度病床機能報告の分析を行う 

検討会において、以下について検討 
・病棟コードを活用した基準の見直し 
・次期診療報酬改定等を見据えた項目変更 
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第１０回医療計画の見直し等に関す
る検討会 資料３ 

（Ｈ29.３.８）（一部改変） 



１．定量的な基準も含めた基準の検討について 
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医療機能の選択に当たっての基本的な考え方 

（ある病棟の患者構成イメージ） 

 病床機能報告においては、病棟が担う医療機能をいずれか１つ選択して報
告することとされているが、実際の病棟には様々な病期の患者が入院してい
ることから、下図のように当該病棟でいずれかの機能のうち最も多くの割合
の患者を報告することを基本とする。 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

各々の病棟については、 

として報告することを基本とする。 

「回復期機能」 

「急性期機能」 

「慢性期機能」 

「高度急性期機能」 

回復期機能の患者 

高度急性期機能の患者 

慢性期機能の患者 

急性期機能の患者 
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 地域医療構想における将来推計は患者数をベースに将来の病床の必要量を出しているのに対し、病床機能報告制度では
様々な病期の患者が混在する病棟について最も適する機能１つを選択して報告する仕組みである。例えば回復期機能は、
「急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能」を指すものであり、当該機能を主
として担う病棟が報告されるものであるから、単に回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定している病棟のみを指すも
のではない。 

 

 しかしながら、この点の理解が不十分であるために、これまでの病床機能報告では、主として「急性期を経過した患者への
在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能」を有する病棟であっても、急性期機能や慢性期機能と報告され
ている病棟が一定数存在することが想定される。 

 

 また、実際の病棟には様々な病期の患者が入院していることから、主として急性期や慢性期の機能を担うものとして回復期
機能以外の機能が報告された病棟においても、急性期を経過した患者が一定数入院し、在宅復帰に向けた医療やリハビリ
テーションが提供されていたり、在宅医療の支援のため急性期医療が提供されていたりする場合があると考えられる。また、
回復期機能が報告された病棟においても、急性期医療が行われている場合がある。 

 

 これらを踏まえると、現時点では、全国的に回復期を担う病床が大幅に不足し、必要な回復期医療を受けられない患者が
多数生じている状況ではないと考えているが、病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量との単純な比較から、回復
期機能を担う病床が各構想区域で大幅に不足しているように誤解させる状況が生じていると想定される。 

 

 このため、今後は、各医療機関に、各病棟の診療の実態に即した適切な医療機能を報告していただくこと、また、高齢化の
進展により、将来に向けて回復期の医療需要の増加が見込まれる地域では、地域医療構想調整会議において、地域の医療
機関の診療実績や将来の医療需要の動向について十分に分析を行った上で、機能分化・連携を進めていただくことが重要と
考えており、地域医療構想の達成に向けた取組等を進める上で、ご留意いただきたい。 

 

 

地域医療構想・病床機能報告における回復期機能について 

「地域医療構想・病床機能報告における回復期機能について」 
（平成29年9月29日付け厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡）抜粋 
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○ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に病棟機能を判断。この原則を踏まえつつ、地域医
療構想調整会議分科会における協議に資するよう、病床機能報告で回復期以外と報告されてい
る病棟のうち、 

 ・①②については、回復期の過不足を判断する際に、回復期とみなす 

 ・③については、将来の見込みを判断する際に、参考情報とする 

 ことで、病床機能報告と将来の病床の必要量の単純比較を補正してはどうか。 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

「回復期」の充足度を判断する際の病床機能報告の活用（案） 

①既に回復期相当 病床機能報告における急性期・慢性期病棟のうち、病床単位の地域包括ケア入院
管理料算定病床数 
 ※病棟単位の報告である病床機能報告の制度的限界を補正 

②回復期への転換確実 調整会議分科会において他機能から回復期への転換協議が整った病床数 
 ※病床機能報告のタイムラグを補正 
 

③回復期に近い急性期 病床機能報告における急性期病棟のうち、平均在棟日数が22日超の病棟の病床数 
 
 
 
 

6 

急性期の患者 

急性期の患者 

回復期の 
患者 

回復期の患者 

病棟A 

病棟B ←平均在棟日数22日超のイ
メージ 

←可能な限り客観指標で把握 

佐賀県地域医療構想調整会議資料 
平成 2 9 年度医療計画研修会 

平 成 ３ ０ 年 ２ 月 ９ 日 
資料 



高度急性期 
急性期患者の状態の早期安
定化、診療密度が高い 

急性期 
急性期患者 
の状態の早 
期安定化 

回復期 
急性期を経過した 
患者への在宅復帰 

慢性期 
長期にわたり療養が 

必要な患者 

軽症急性期を中心とする病棟 
(比較的軽度・軽症) 

機能：比較的症状が軽い患者に対する急
性期医療を提供している病棟 

・「断らない病院」としてのより 
 重い責任。緊急で重症な患者を 
 受け入れる役割の向上 
・後方病院等との病病連携の強化、 
 退院支援の強化を通じ、在院日 
 数の短縮を進める。 

病床機能報告 

高度急性期 
3,000点以上 

急性期 
600～3,000点未満 

回復期 
175点～600点未満 
回復期リハ病床 

慢性期 
障害者病棟、特殊病棟、療養
病床医療区分１の30% 等 

地域医療構想 
（将来の病床数の必要量） 

重症急性期を中心とする病棟 
(比較的重度・重症) 

機能：救急患者の受入、手術などの
重症患者の受入に特化した病棟 

・回復期の病棟とともに、地域の 
 医療・介護事業所との連携を強 
 化する 
・在宅患者の増悪時の救急受入、 
 嚥下・排泄へのリハなど在宅生 
 活に必要な医療機能を高める 

機能の発揮 

連携の強化 

圏
域
ご
と
に
機
能
の
過
不
足
が
あ
る
場
合
は
調
整 

機能の明確化 
「重症急性期」病棟は 

50床あたり 
手術＋救急入院＞１日２件 

を目安 

機能の発揮 

今後の取り組み 

急性期の報告の「奈良方式」 

 平成２９年の病床機能報告に加え、奈良県の独自の取り組みとして、急性期を重症と軽
症に区分する目安を示したうえで報告を求め、施策の対象となる医療機能を明確化し、よ
り効果的な施策の展開を図る。（第７次保健医療計画にも反映させる予定。） 
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第 ８ 回 地 域 医 療 構 想 
に 関 す る W G 

平 成 ２ ９ 年 １ ０ 月 ２ ６ 日 

資料 
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具体的な医療の内容に関する項目の分析方法 

○ ある機能を選択した病棟に対し、「その機能らしい」医療の内容に関する項目を複
数選択し、それらに全て「該当しない」病棟の機能について、地域医療構想調整会議
において確認する。 

急性期機能と報告している病棟 

医療の内容に関する項目Ａ 

医療の内容に関する項目Ｂ 

該当なし 

医療の内容に関する項目Ｃ 

該当なし 

該当なし 

急性期機能？ 
地域医療構想調整会議で

機能について確認 

急性期“らしい” 
医療を実施 

している病棟 

 

【イメージ】（例：急性期） 

該当あり 

該当あり 

該当あり 
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 急性期医療を全く提供していないと考えられる病棟について 

○ 高度急性期・急性期機能を選択した病棟について、「具体的な医療の内容に関する
項目」の実施の有無を確認。 

５．重症患者への対応状況 

６．救急医療の実施状況 

○全項目該当なし：17,595病棟（約83%） 

○全項目該当なし：7,343病棟（約35%） 

○全項目該当なし：3,693病棟（約17%） 

３．幅広い手術の実施状況 

４．がん・脳卒中・心筋梗塞
等への治療状況 

○全項目該当なし：3,717病棟（約18%） 

○全項目該当なし：5,365病棟（約25%） 

８．全身管理の状況 

 

全
身
管
理 

 ・中心静脈注射 
 ・呼吸心拍監視 
 ・酸素吸入 

 ・観血的動脈圧測定 
 ・ドレーン法 
 ・胸腔若しくは腹腔洗浄 
 ・人工呼吸 
 ・人工腎臓 
 ・腹膜灌流 
 ・経管栄養カテーテル交換法 

高度急性期・急性期病棟と報告

している病棟（21,262病棟） 

※ 平成29年度病床機能報告において、様式１で高度急性期又は急性期機能を報告している病院の病棟及び有床診療所のうち、様式２で以下の項
目でレセプト件数、算定日数、算定回数が全て０件と報告された病棟数を算出  

重
症
患
者
へ
の
対
応 

 ・ハイリスク分娩管理加算 
 ・ハイリスク妊産婦共同管理料 

 ・救急搬送診療料 
 ・観血的肺動脈圧測定 

 ・持続緩徐式血液濾過 
 ・大動脈バルーンパンピング法 
 ・経皮的心肺補助法 
 ・補助人工心臓・植込型補助人工心臓 

 ・頭蓋内圧持続測定 

 ・血漿交換療法 
 ・吸着式血液浄化法 
 ・血球成分除去療法 

平成29年度病床機能報告 

医政局地域医療計画課調べ 

（平成30年3月時点・粗集計） 

速報値 



○ 病床機能報告においては、病棟が担う医療機能のいずれか１つを選択して報告すること
としており、実際の病棟には様々な病期の患者が入院していることから、最も多くの割合
を占める病期の患者に提供する医療機能を報告することを基本としている。 

 

○ 平成29年度の病床機能報告の結果においては、平成28年度の病床機能報告の結果と同様
に、病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量とを単純に比較すると、回復期機能を
担う病床が各構想区域で大幅に不足しているとの誤解を生じさせる状況が続いており、病
床機能報告制度の改善を図る必要がある。 

 

○ 一部の都道府県では、①回復期機能の充足度を評価するために、平均在棟日数を活用し
たり、②施策の対象となる医療機能を明確化するために、救急患者の受入件数や手術件数
を活用しており、これによって、各構想区域における地域医療構想調整会議の議論の活性
化につながっている。 

 

○ また、平成29年度の病床機能報告の結果においても、高度急性期機能又は急性期機能と
報告した病棟のうち、急性期医療を全く提供していない病棟が一定数含まれることから、
地域医療構想調整会議において、その妥当性を確認する必要がある。 
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○ 都道府県の取組等を参考にしながら、定量的な基準も含めた基準を具体的に検討しては
どうか。 

 

○ 高度急性期機能又は急性期機能と報告した病棟のうち、急性期医療を全く提供していな
い病棟について、地域医療構想調整会議での議論の状況を確認してはどうか。 

１．定量的な基準も含めた基準の検討の論点 



２．平成30年度の病床機能報告における項目の見直しについて 
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•  「病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方に関する検討会の議論の整

理（平成26年７月24日）」において、医療機関が報告する具体的な報告項

目については、病床機能報告制度の施行状況及び地域医療構想の進捗を踏ま

え、必要に応じて項目を追加することとされている。 
 

•  平成28年度の病床機能報告では、医療計画の見直し等に関する検討会での

議論を踏まえ、以下の観点から見直しを行っている。 

– 病床機能報告の改善に向けた報告項目の見直し 

– 平成28年度診療報酬改定を踏まえた報告項目の名称変更や見直し 

  

•  平成29年度の病床機能報告では、地域医療構想に関するワーキンググルー

プでの議論を踏まえ、以下の観点から見直しを行っている。 

– 病床機能報告の改善に向けた報告項目の見直し 
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病床機能報告のこれまでの見直しについて 



平成30年度診療報酬改定に伴う報告項目の見直しについて 

○病床機能報告制度においては、報告する医療機関の負担軽減のため、報告項目のうち、「具体的な医療

の内容に関する項目」については、診療報酬の診療行為に着目して報告項目を設定している。 

○今般の平成30年度診療報酬改定を踏まえて、報告項目の名称変更や見直しについて対応する必要がある。 

改定項目の例 

例２）入退院支援の推進 

例１）入院中の患者に対する褥瘡対策 

○長期療養患者の受入状況 

○急性期後の支援・在宅復帰への支援の状況 
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現行 

【褥瘡評価実施加算】 ［算定要件］ 
注４ 入院患者が別に厚生労働大臣が定める状態の場合は、当該基
準に従い、当該患者につき、褥瘡評価実施加算として、１日につ
き15点を所定点数に加算する。 

改定後 

【褥瘡対策加算】 ［算定要件］ 
注４ 当該病棟に入院している患者のうち、別に厚生労働大臣が定
める状態の患者に対して、必要な褥瘡対策を行った場合に、患者
の褥瘡の状態に応じて、１日につき次に掲げる点数を所定点数に
加算する。 

イ 褥瘡対策加算１  15点 

ロ 褥瘡対策加算２    5点 

現行 

【退院支援加算】 ［算定要件］ 退院困難な要因 

ア～ウ （略） 

 

 
エ、オ （略） 

カ  同居者の有無に関わらず、必要な介護を十分に提供できる状
況にないこと 

キ～ケ （略） 

改定後 

【入退院支援加算】 ［算定要件］ 退院困難な要因 

ア～ウ （略） 

エ 家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがあること 

オ 生活困窮者であること 

カ、キ （略） 

ク  同居者の有無に関わらず、必要な養育又は介護を十分に提供
できる状況にないこと 

ケ～サ （略） 



・◯◯市在住の５大がん入院患者のうち、７０％以上は「◯◯病院、◯◯病院」に入院している状況。 
・５大がん入院患者は、時間外入院が非常に少ないことから、時間的な緊急度は低い疾患といえる。 
 

※急性期入院・・・入院開始日以降２週間の１日当たり平均医療資源投入量が3,000点以上の入院（入院基本料除く） 
※時間外入院・・・休日、深夜、時間外の入院加算があった入院 
※１～９件の数字は、「■」で表示。円グラフでは、総計１０件未満の圏域及び府県の「％」を削除。 

５大がん入院患者の患者受療動向【◯◯市在住者】 

・奈良県市町村国保と後期高齢者医療制度の被保険者データ 
・県内または県外の病院における入院 
・平成27年4月～平成28年3月診療分データ 
【留意事項】 
・国保、後期データに限られるため、65歳未満の人口カバー率が低い 

・各入院について一つの主たる疾患を同定し、集計を行っており、その際、疑
い病名以外で高い記載順位・主傷病を優先している。このため、実態よりも過
小評価している可能性がある。 

◯◯市在住者の「５大がん」入院患者の 
入院先医療圏 

医療圏 医療機関名 総計 急性期
急性期
以外

急性期
急性期
以外

東和 ◯◯病院 168 145 23 0 0

東和 ◯◯病院 101 87 13 ■ 0

東和 ◯◯病院 16 ■ ■ 0 0

東和 ◯◯病院 10 ■ ■ 0 0

東和 ◯◯病院 ■ 0 ■ 0 ■

中和 奈良県立医科大学附属病院 49 49 0 0 0

中和 ◯◯病院 ■ ■ ■ 0 0

中和 ◯◯病院 ■ 0 ■ 0 0

中和 ◯◯病院 ■ 0 ■ 0 0

大阪府 ◯◯病院 ■ 0 ■ 0 0

大阪府 ◯◯病院 ■ ■ 0 0 0

大阪府 ◯◯病院 ■ ■ 0 0 0

大阪府 ◯◯病院 ■ ■ 0 0 0

西和 ◯◯病院 ■ ■ 0 0 0

兵庫県 ◯◯病院 ■ ■ 0 0 0

奈良 奈良県総合医療センター ■ ■ 0 0 0

その他県 ◯◯病院 ■ ■ 0 0 0

その他県 ◯◯病院 ■ ■ 0 0 0

その他県 ◯◯病院 ■ ■ 0 0 0

◯◯市在住者の「 ５ 大がん」 入院患者の入院医療機関

時間内 時間外

独自レセプト分析 
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○ 医療機関が報告する具体的な報告項目については、①診療報酬改定を踏まえた対応、
②病床機能報告の改善に向けた対応の観点から、平成28年度、平成29年度と見直しを
行ってきている。 

 
○ 今般の平成30年度診療報酬改定を踏まえて、報告項目の名称変更や見直しについて
対応する必要がある。 

 
○ 一部の都道府県では、地域医療構想の達成に向けて、地域医療構想調整会議の議論が
活性化するよう独自の分析を行っており、有用な分析については普及を図っていくこと
が必要である。 
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○ 病床機能報告の改善に向けた対応の観点から、都道府県の取組を参考にしながら、地
域医療構想の達成に向けて、有用な項目の追加を検討してはどうか。 

２．平成30年度の病床機能報告における項目の見直しに係る論点 


